
 

 

宍粟市報道発表              令和８年３月 18日 

 

指定管理施設の避難所利用などで被災者を支援 

運営事業者と災害協定を締結 
 

概 要 

  

市はきょう 18日、温泉施設や道の駅などを運営する事業者と「災害時

における施設利用等支援に関する協定」を締結します。本協定は、災害発

生時に市からの要請を受けた事業者が、運営する施設を避難所として開放

したり、避難者に飲食物を提供したりすることで、有事における被災者の

生活支援につなげることを目的としています。 

 

協定の概要 

 締結日 令和８年３月 18日 

 締結者 次の事業者と宍粟市が個別に協定を締結 

・株式会社ビーバーレコード 代表取締役 春田 幸裕 

   （大阪府大阪市淀川区西中島３丁目 23-9） 

   運営施設：一宮温泉まほろばの湯（宍粟市一宮町三方町 624-1） 

 

・社会福祉法人はなさきむら 理事長 岡本 泰子 

   （兵庫県佐用郡佐用町安川 401） 

   運営施設：道の駅ちくさ（宍粟市千種町下河野 745-5） 

 

 支援内容 

（１）避難場所としての利用 

 （２）管理施設での飲食物の提供 

 （３）支援物資の提供 

（４）その他 

 

 

参考資料 各協定書 

問合せ先 所属 危機管理課 ℡ 0790-63-3119 

兵庫県宍粟市 






